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特別障害者手当などの手当額が変更
になりました 

特別障害者手当 27,200 円（26,940 円）
障害児福祉手当 14,790 円（14,650 円）
経過的福祉手当 14,790 円（14,650 円）

問生活福祉課☎51 6718

 （　）内は３月までの月額です。

青森県最低賃金改正のお知らせ
青森県最低賃金は、県内で働く

全ての労働者と、労働者を１人でも
雇っている使用者に適用されます。
時間額　762円
　　　　（平成 30 年 10 月４日から）
※製造業と小売業の一部には、特定
　（産業別）最低賃金が定められて
　います。
※詳しくは青森労働局ホームページ
　をご覧ください。
問青森労働局労働基準部賃金室
　☎ 017-734-4114

平成 31 (2019) 年度国民年金保険料学生納付特例
の申請を受け付けます

　「学生納付特例制度」は、20 歳以上の学生で所得が少なく
保険料を納めることが困難なとき、在学中の保険料納付が猶
予される制度です。
申請期間　４月１日㈪～平成 32（2020）年４月 30 日㈭
持ち物　基礎年金番号かマイナンバーが分かるもの、認印、
　　　　在学証明書（原本）か学生証の写し（両面）、本人
　　　　確認できる書類（免許証、保険証など）
※世帯が異なる人が代理で申請する場合は、委任状、代理人
　の本人確認ができる書類が必要です。
※申請は毎年必要です。
▶平成 30 年度の学生納付特例を２月末までに承認された人
　で、４月以降も引き続き在学予定の人には、４月初旬まで
　に日本年金機構から学生納付特例申請はがきが送付されま
　す。はがきで申請した場合は、窓口での申請は必要ありま
　せん。
▶平成 29 年度、30 年度の申請をしていない人は、４月 26 日
　㈮までに申請してください。
国民年金の保険料が変更になります
平成 31（2019）年度国民年金保険料は月額 16,410 円です。
４月上旬に日本年金機構から納付書が郵送されます。割引に
なる前納の納付書も同封されますので、ご利用ください。

問八戸年金事務所☎ 0178-44-1742
　市民課☎51 6753

産前産後期間の国民年金保険料免除
申請を受け付けます

対象　国民年金加入中で出産日が平成 31 年２
　　　月１日以降の人（妊娠４カ月以上の死
　　　産、流産、早産を含む）
免除期間　出産予定日または出産日が属する
　　　　　月の前月から４カ月間
持ち物　基礎年金番号かマイナンバーが分か
　　　　るもの、母子健康手帳、認印、本人
　　　　 確認できる書類（免許証、保険証など）
※世帯が異なる人が代理で申請する場合は、
　委任状、代理人の本人確認ができる書類が
　必要です。
施行日　平成 31 年４月１日
※出産予定日の６カ月前から申請できます。

問市民課☎51 6753

番号 不動産の所在 登記
地目 面積 最低公売

価額

1-1 大字米田字外山49番、
50番２、51番 田 8,761㎡ 963,000円

※物件の詳細内容、図面、写真
などは収納課で閲覧できます。

※物件は農地であるため、公売
　に参加する人は４月 26 日㈮
　までに農業委員会で買受適格
　証明書を申請してください。

▶入札日時　５月 28 日㈫
　　午前 10 時～ 10 時５分

▼場所　市役所新館４階会議室

問収納課☎51 6784■差し押さえした不動産を公売します
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